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答   申  

 

 審査請求人（以下「請求人」という。）が提起した児童福祉法（以

下「法」という。）３３条の規定に基づく一時保護決定処分に係る審

査請求について、審査庁から諮問があったので、次のとおり答申する。  

  

第１  審査会の結論  

   本件審査請求は、棄却すべきである。  

  

第２  審査請求の趣旨  

本件審査請求の趣旨は、東京都○○所長（以下「処分庁」とい

う。）が請求人に対し、平成３０年３月３０日付けで行った、請

求人の子である○○さん（平成○○年○○月○○日生。以下「本

児」という。）に係る法３３条の規定に基づく一時保護決定処分

（以下「本件処分」という。）の取消しを求めるものである。  

 

第３  請求人の主張の要旨  

 請求人は、おおむね以下の理由から、本件処分の違法性又は不

当性を主張している。  

○○は、本児の特徴（客観的な自己認識に乏しく、時に妄想が

膨らみ、学校、塾、部活、家族といった特定の対象に恐怖を抱き、

そこから逃避する。逃避が行き過ぎると自傷行為に至る。）を認

識しており、かつ、こうした特徴の治療は、思考に柔軟性がある

若いうちに始めることで効果が期待できることも認識しておりな

がら、高校卒業まで治療を開始しないというのは責任回避のなに

ものでもない。自分の子どもの治療をいつ始めるかは親権をもつ
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親が判断すべきことであり、本児の将来に責任をとることのでき

ない○○が判断するのは権利の濫用であり、自らの特徴に苦しん

でいる本児に対してあまりにも無責任である。直ちに一時保護を

解除し、請求人に治療に関する主体を回復してもらいたい。  

 

第４  審理員意見書の結論  

   本件審査請求は理由がないから、行政不服審査法４５条２項の

規定により、棄却すべきである。  

 

第５  調査審議の経過  

 審査会は、本件諮問について、以下のように審議した。   

年  月  日  審  議  経  過  

平成３０年  ７月１８日  諮問  

平成３０年  ８月  ７日  請求人から主張書面等の提出  

平成３０年  ８月２２日  審議（第２４回第２部会）  

平成３０年  ９月２０日  審議（第２５回第２部会）  

 

第６  審査会の判断の理由  

 審査会は、請求人の主張、審理員意見書等を具体的に検討した

結果、以下のように判断する。  

 １  法令等の定め  

⑴  法２６条１項は、児童相談所長は、相談に応じた児童又はそ

の保護者について、必要があると認めたときは、法２７条の措

置を要すると認める者を都道府県知事に報告すること（法２６

条１項１号）等の措置を採らなければならない旨規定している。  

法２７条１項は、都道府県は、法２６条１項１号の規定によ

る報告のあった児童につき、児童を児童養護施設等に入所させ

ること（３号）等の措置を採らなければならない旨規定し、法
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２７条４項は、同条１項３号の措置は、原則として、児童に親

権を行う者の意に反して、これを採ることができない旨規定し

ている。  

⑵  法３３条１項は、児童相談所長は、必要があると認めるとき

は、法２６条１項の措置を採るに至るまで、児童の安全を迅速

に確保し適切な保護を図るため、又は児童の心身の状況、その

置かれている環境その他の状況を把握するため、児童の一時保

護を行い、又は適当な者に委託して、当該一時保護を行わせる

ことができる旨規定し、法３３条２項は、都道府県知事は、必

要があると認めるときは、法２７条１項の措置を採るに至るま

で、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、又は児

童の心身の状況、その置かれている環境その他の状況を把握す

るため、児童相談所長をして、児童の一時保護を行わせ、又は

適当な者に当該一時保護を行うことを委託させることができる

旨規定している。  

なお、東京都知事は、法２７条１項及び３３条２項に係る権

限を、法３２条１項、地方自治法１５３条２項並びに法施行細

則（昭和４１年東京都規則第１６９号）１条１項１号及び５号

の規定に基づき、児童相談所長に委任している。  

⑶  「児童相談所運営指針について」（平成２年３月５日付児発

第１３３号厚生省児童家庭局長通知。なお、本通知は、地方自

治 法 ２ ４ ５ 条 の ４ 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ く 技 術 的 助 言 と さ れ

る。）第５章・第１節・１・⑴は、一時保護を行う必要がある

場合について、「虐待、放任等の理由によりその子どもを家庭

から一時引き離す必要がある場合」（同イ）、「子どもの行動

が自己又は他人の生命、身体、財産に危害を及ぼし若しくはそ

のおそれがある場合」（同ウ）としている。  

⑷  また、児童虐待防止法２条は、「児童虐待」とは、保護者が
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その監護する児童について行う次に掲げる行為をいう旨規定し、

１号に「児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴

行を加えること。」を、４号に「児童に対する著しい暴言又は

著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対

する暴力（中略）その他の児童に著しい心理的外傷を与える言

動を行うこと。」を掲げている。  

そして、「子ども虐待対応の手引き（平成２５年８月改正

版）」（平成２５年８月２３日雇児総発０８２３第１号厚生労

働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知の別紙。なお、本通知

は、地方自治法２４５条の４第１項の規定に基づく技術的助言

とされる。）第１章・１・⑵によれば、児童虐待防止法２条１

号の行為は「身体的虐待」と定義され、「首を絞める、殴る、

蹴る、叩く、…戸外にしめだす…などの行為。」などがこれに

該当し、同４号の行為は「心理的虐待」と定義され、「子ども

を無視したり、拒否的な態度を示すことなど。子どもの心を傷

つけることを繰り返し言う。子どもの自尊心を傷つけるような

言動など。配偶者やその他の家族などに対する暴力や暴言。」

などがこれに該当するとしている。    

２  これを本件についてみると、処分庁は、担当者が実施した本児

及び父母との面接等により、本児が当初の一時保護以前、家庭に

おいて父母から心理的・身体的虐待に該当する行為を受けていた

こと、本件入所措置中に行われた本件外泊交流において本児に自

殺企図があったこと、本件入所措置後も父母の諍いは継続してい

ることを把握していたことが認められる。そして、このような事

情のもと、本児が請求人宅に戻った場合、本児が請求人から再び

虐待を受ける可能性があること、また、本児が再び父母の諍いに

巻き込まれ精神的に不安定になり、自傷行為を行うおそれがある

ことは否定できなかったといえる。  
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そうすると、処分庁が、請求人が本件入所措置の同意を撤回し

た後、本児の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、本児に

ついて、一時保護の必要性があると判断し、本児を一時保護した

ことについて不合理な点は認められない。  

したがって、本件処分は、上記１の法令等の定めに基づき適正

になされたものというべきであって、違法又は不当な点を認める

ことはできない。  

３  請求人は、前記第３のとおり、自分の子どもの治療をいつ始め

るかは親権をもつ親が判断すべきことであり、本児の将来に責任

をとることのできない○○が判断するのは権利の濫用であり、自

らの特徴に苦しんでいる本児に対してあまりにも無責任である、

直ちに一時保護を解除し、請求人に治療に関する主体を回復して

もらいたいと主張する。  

しかし、本件処分が法令等の定めに則って適正になされたもの

と認められることは上記２のとおりであるから、請求人の主張を

採用することはできない。  

４  請求人の主張以外の違法性又は不当性についての検討  

その他、本件処分に違法又は不当な点は認められない。  

 

 以上のとおり、審査会として、審理員が行った審理手続の適正性や

法令解釈の妥当性を審議した結果、審理手続、法令解釈のいずれも適

正に行われているものと判断する。  

 よって、「第１  審査会の結論」のとおり判断する。  

 

（答申を行った委員の氏名）  

 近藤ルミ子、山口卓男、山本未来  


